
労働者派遣法第２３条第５項及び同法施行規則第１８条の２第３項に基づく情報提供について
2025年5月1日

株式会社 ダイケン

１．対象事業所

名 称 株式会社 ダイケン 本社

所在地 東京都品川区南大井６－２５－３ いちご大森ビル５階

２．派遣労働者数

３．労働者派遣の役務の提供を受けた者の数

４．労働者派遣に関する料金の額の平均額（１日（８時間当たり）の額）

５．派遣労働者の賃金の額の平均額（１日（８時間当たり）の額）

６．労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を

  当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合（マージン率）

※マージンには、販売管理費・社会保険料・有給休暇費用・福利厚生費や教育訓練費

 及び社宅借上費用・⾧期出張滞在費用なども含まれています。

７．労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別

８．派遣労働者のキャリアアップに資する教育訓練
実施方法 賃金支給 費用負担

Off-JT 有 無

OJT/Off-JT 有 無

OJT/Off-JT 有 無

OJT/Off-JT 有 無

OJT/Off-JT 有 無

OJT/Off-JT 有 無

OJT/Off-JT 有 無

※ＮＤＩ：日本非破壊検査協会

※費用負担：試験受検の回数制限によっては自己負担有
９．その他福利厚生に関する事項

以  上

派遣労働者の数 人  数

令和7（2025）年4月1日現在 50人

派遣先の数 事業所数

令和7（2025）年4月1日現在 21

派遣料金平均額 金   額

令和7（2025）年4月1日現在 37,536 円

賃金平均額 金   額

令和7（2025）年4月1日現在 23,098 円

マージン率 金   額

令和7（2025）年4月1日現在 38.5%

労使協定の締結の有無 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

有（協定の有効期間の終期2026年3月31日） 全ての派遣労働者

教育訓練の内容 対象者 実施主体

入社導入教育 新規採用者 当社

ＮＤＩ試験 希望者・会社指定者 当社・専門教育機関

技能検定・機械検査 希望者・会社指定者 当社・専門教育機関

機械製図（CAD） 希望者・会社指定者 当社・専門教育機関

溶接管理技術者 希望者・会社指定者 当社・専門教育機関

管理職研修 会社指定者 当社

中堅リーダー教育 会社指定者 当社

種  類 内     容

社会保険、雇用保険、労災保険 社会保険、雇用保険、労災保険を完備しています。

休暇、休業 年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業等が適用されます。

定期健康診断 毎年1回、定期健康診断を実施しています。

慶弔見舞金制度

・退職手当金制度

結婚祝金、弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金、退職手当金を給付いた

します。勤続年数、種類、勤務形態等により支給の是非や金額等が異

なります。

団体保険・福利厚生サービス

第一生命様の三大疾病サーポート保険の加入制度あり（加入希望

者）。福利厚生付帯サービス（健康サポートデスク、介護お助けサー

ビス、その他加入者と家族が利用できる各種サービス）付き。


